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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第22期
第１四半期
連結累計期間

第23期
第１四半期
連結累計期間

第22期

会計期間
自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日

自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日

自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日

売上高 (千円) 919,500 378,143 3,079,978

経常利益又は経常損失（△） (千円) △32,707 2,081 △64,851

四半期純利益又は四半期(当期)
純損失（△）

(千円) △32,797 1,991 △62,447

四半期包括利益又は包括利益 (千円) △32,797 1,991 △62,447

純資産額 (千円) 258,171 333,374 228,522

総資産額 (千円) 3,858,135 3,174,296 3,050,354

１株当たり四半期純利益金額又
は四半期(当期)純損失金額
（△）

(円) △1,671.63 100.69 △3,182.82

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― 100.50 ―

自己資本比率 (％) 6.7 10.4 7.5

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．第22期第１四半期連結累計期間及び第22期における潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額につ

いては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期（当期）純損失であるため、記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容について、重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況に

ついて

当第１四半期連結累計期間における四半期純利益は１百万円の黒字を確保いたしました。しかしなが

らその額は小さく、前連結会計年度末時点で存在していた次期繰越利益のマイナス353百万円はほとんど

解消することができておりません。また、当社は平成24年６月29日付の第三者割当増資において

99,900,000円の資金調達を実現いたしましたが、この調達資金と比べても過去の累積損失の額は大きく、

財務状態が完全に回復したと断ずることは難しいと言わざるを得ないと考えており、継続企業の前提に

重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。

当社は、当該重要事象等を解消、改善するための対応策を策定し、各施策を積極的に実行しております。

それにより、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。その具体

的な内容については、「３財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（３）事業等のリス

クに記載した重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消し、又は改善するための

対応策」をご参照ください。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。　

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（1）　業績の状況

当第１四半期連結累計期間における首都圏の新築マンション市場は引き続き大手事業者中心の供給が

続いており、契約率は好調を維持しております。

一方、首都圏中古マンション市場においては、成約件数は震災のあった前年と比較すると大幅に増加し

ておりますが、価格面においては従来よりも下落基調が鮮明になってきております。

このような環境の中、当社は引き続き実需の根強い戸別リノベーションマンション事業に注力すると

ともに、平成24年２月に受託した新築マンションの販売代理を推進いたしました。

その結果、当第１四半期連結累計期間における売上高及び損益の状況は以下のとおりとなりました。

①売上高

（ⅰ）新築不動産販売部門においては、当第一四半期連結累計期間における実績はありません。尚、前

年同四半期は売上高75百万円、セグメント損失は３百万円となっております。

（ⅱ）再生不動産販売部門では、ａ）戸別リノベーション販売部門において、リノベーションマンショ

ンを10戸引渡したことにより、売上高250百万円となり、前年同四半期比491百万円（66.2％減）の減少と

なりました。またセグメント損失は４百万円（前年同四半期は11百万円のセグメント利益）となりまし

た。

（ⅲ）不動産管理事業部門は、管理物件の賃貸収入等により売上高85百万円となり、前年同四半期比9

百万円（10.1％減）の減少となりました。またセグメント利益は18百万円となり、前年同四半期比11百万

円（38.3％減）の減少となりました。

（注）セグメント利益とは、各セグメントの売上総利益から、販売費用及び営業外費用を差し引いたも

のであります。
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尚、セグメント別売上高の概況は以下の通りであります。

　セグメント別売上高の概況　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

セグメント
前第１四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

構成比
前年同四
半期比

不動産販売事業 818,550 250,76665.1%69.4%減

（新築不動産販売部門） (75,800) (－) －% 100.0%減

（再生不動産販売部門） (742,750) (250,766)65.1%66.2％減

不動産管理事業部門 95,549 85,86422.3%10.1％減

その他 25,127 48,64412.6%93.6%増

合計 939,228 385,276100.0%59.0％減

②営業利益　

販売費及び一般管理費は56百万円となり、前年同四半期比50百万円（47.3％減）の減少となりました。

　その結果、営業利益は25百万円となり、前年同四半期比23百万円（1113.5%増）の増加となりました。

③経常利益・四半期純利益

支払利息18百万円、支払手数料３百万円を中心に営業外費用が24百万円となった結果、経常利益は２百

万円となり前年同四半期比34百万円の増加、四半期純利益は１百万円となり、前年同四半期比34百万円の

増加となりました。

（２）財政状態の分析

当第１四半期連結累計期間末における総資産は前連結会計年度末に比べ123百万円増加し、3,174百万

円となりました。これは、増資の払い込みを受けたことにより現金及び預金が74百万円、販売用不動産が

27百万円増加したこと等が主な原因であります。

また、当第１四半期連結累計期間末の負債合計は前連結会計年度末に比べ19百万円増加し、2,840百万

円となりました。これは短期借入金17百万円増加したこと等が主な原因であります。

当第１四半期連結累計期間末の純資産合計は前連結会計年度末に比べ104百万円増加し、333百万円と

なりました。これは、増資の払い込みを受けたことにより資本金が49百万円、資本準備金が49百万円増加

したこと、及び利益剰余金が１百万円増加したこと等が主な原因であります。

　

（３）事業等のリスクに記載した重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消し、

又は改善するための対応策

当第１四半期連結累計期間における四半期純利益は１百万円の黒字を確保いたしました。しかしなが

らその額は小さく、前連結会計年度末時点で存在していた次期繰越利益のマイナス353百万円はほとんど

解消することができておりません。また、当社は平成24年６月29日付の第三者割当増資において

99,900,000円の資金調達を実現いたしましたが、この調達資金と比べても過去の累積損失の額は大きく、

財務状態が完全に回復したと断ずることは難しいと言わざるを得ないと考えており、継続企業の前提に

重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。

また、現在の主力事業である「戸別リノベーションマンション」事業においては、多額のプロジェクト

損失を計上することはないものの、過去に仕入れた一部の物件については若干の赤字を計上したものも

あり、事業の完全なる正常化にはもう一段の改善が必要になるものと思われます。

一方、第三者割当増資において調達した資金が当社の資金繰りに有利に働くことは間違いないことで

あり、今後この調達資金を有効活用することによって収益の拡大を図ることができる大いなる可能性を
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有しております。

また、当社は戸別リノベーションマンション事業のほかに、平成24年２月から他社が開発している新築

マンション（平成24年７月完成）の販売代理業務を手掛けており、これにつきましても平成24年６月末

時点で27戸の受注残高を有するなど、新たな事業の育成も徐々に効果が出始めております。

このように、当社は財務基盤の改善、事業基盤の強化に努めてきており、着実にその成果は出てきてい

ると考えております。

以上により、当社は、現時点では継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に重要

な不確実性は認められないと判断しております。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 78,688

計 78,688

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成24年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成24年８月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 27,072 27,072
大阪証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
（グロース）

権利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株式。
当社では単元株制度を採用し
ておりません。

計 27,072 27,072 ― ―

(注)  提出日現在の発行数には、平成24年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は含まれておりません。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　

当第１四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
　

決議年月日 平成24年６月29日

新株予約権の数(個) 7,400(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株） 7,400(注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円) 14,800(注)２

新株予約権の行使期間 平成24年７月１日～平成27年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
行価格及び資本組入額(円)

　　　　発行価格    14,800
　　　　資本組入額   7,400

新株予約権の行使の条件
該当事項はありません。

 

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議

による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)３

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、1株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、以下の行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は調整される。なお、調整

の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。

　　　　　　　　　　　　　調整前割当株式数　×　調整前行使価額

　調整後割当株式数　＝　――――――――――――――――――――

　　　　　　　　　　　　　　　　　　調整後行使価額

２　行使価額の調整

(1) 本新株予約権の発行後、下記(2)に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を

生じる可能性がある場合には、次に定める算式（以下「行使価額調整式」という。）をもって行使価額を調整

EDINET提出書類

株式会社ラ・アトレ(E04055)

四半期報告書

 7/28



する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新発行・処分株式数×１株当たり払込金額

　 　　　　　　　　　　　既発行株式数 ＋――――――――――――――――――――

調 整 後　　調 整 前　　　　　　　　　　　　　　　１株あたりの時価

行使価額 ＝ 行使価額 × ――――――――――――――――――――――――――――― 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　既発行株式数＋新発行・処分株式数 

 

(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定め

るところによる。

① 本項(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当

社普通株式を処分する場合（無償割当てによる場合を含む。）（但し、新株予約権（新株予約権付社債に付さ

れたものを含む。）の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求

できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株

式を交付する場合を除く。）

調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はそ

の効力発生日とする。）の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与える

ための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

② 株式の分割により普通株式を発行する場合

調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

③ (4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は

(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付

社債に付されたものを含む。）を発行又は付与する場合

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使さ

れたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日（新株予約権の場合は割当日)以

降又は（無償割当ての場合は）効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるた

めの基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）

の取得と引換えに(4)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合

調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

⑤ (2)①から④までの各取引において、株主に割当を受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ各取

引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときに

は(2)①から④にかかわらず、調整後転換価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。

この場合において当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した本新株

予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調整前行使価額により当該

　　　　　(調整前行使価額－調整後行使価額）× 期間内に交付された株式数 

株式数＝ ――――――――――――――――――――――――――――――――

　　　　　　　　　　　　　　　　　　調整後行使価額 

この場合に１株未満の端数を生じるときは、これを切り捨て、現金による調整は行わない。

(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が１円未満にとどまる場合

は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する

場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用

する。

(4) ① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第１位まで算出し、小数第１位を切り捨てるものと

する。

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30

取引日（終値のない日を除く。）の株式会社大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（グロース）における当社普通株

式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、単純平均値の計算は、円位未満小数第１位まで算出し、小

数第１位を切り捨てるものとする。

③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合

はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の１ヶ月前の日における当

社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。

(5) 上記(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調

整を行う。
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① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とすると

き。

② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必

要とするとき。

③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり

使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対

し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な

事項を書面で通知する。但し、上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

３　組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、

新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株式移転

（以下「組織再編成行為」と総称する。）を行う場合は、当該組織再編成行為の効力発生日の直前において残

存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設

立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社（以下「再編当事会社」と総称する。）は以下の条

件に基づき本新株予約権に係る新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとする。

(1) 新たに交付される新株予約権の数

　新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に調整する。

調整後の１個未満の端数は切り捨てる。

(2) 新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類

　再編当事会社の同種の株式

(3) 新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法

　組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の１株未満の端数は切り上げる。

(4) 新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の１円未満の端数は切り上げる。

(5) 新たに交付される新株予約権に係る行使可能期間、当該新株予約権の行使により株式を発行する場合に

おける増加する資本金及び資本準備金、再編当事会社による当該新株予約権の取得、組織再編成行為の場合の

新株予約権の交付、新株予約権証券及び行使の条件

　本新株予約権の内容に準じて、組織再編成行為に際して決定する。

(6) 新たに交付される新株予約権の譲渡による取得の制限

　新たに交付される新株予約権の譲渡による取得については、再編当事会社の取締役会の承認を要する。
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。
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(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成24年６月29日
（注）１

7,400 27,072 49,950 369,465 49,950 313,763

(注)１　有償第三者割当増資によるものであります。

　発行価格　　13,500円

　資本組入額　 6,750円

　割当先　株式会社南栄開発3,000株

　　　　　One World Asset Management株式会社2,300株

　　　　　サマーバンク合同会社2,100株

　　２　平成24年７月31日付で以下の通り資本金及び資本準備金を減少しております。

　　　　　なお、発行済株式数に変動はありません。

　　　　　　資本金増減額　　　△119,465千円

　　　　　　資本金残高　　　　　250,000千円

　　　　　　資本準備金増減額　△263,813千円

　　　　　　資本準備金残高　　　 49,950千円

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

　

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成24年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）

普通株式　52
―

権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

完全議決権株式(その他) 普通株式 27,020 27,020
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 27,072 ― ―

総株主の議決権 ― 27,020 ―

　

　

② 【自己株式等】

　 　 平成24年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社ラ・アトレ

東京都港区虎ノ門4-3-1 52 ― 52 0.19

計 ― 52 ― 52 0.19
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２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成24年４月１日

から平成24年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成24年６月30日まで)

に係る四半期連結財務諸表について、監査法人よつば綜合事務所による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 80,632 154,775

売掛金 27,516 12,247

販売用不動産 364,254 391,443

その他 18,759 33,830

貸倒引当金 △900 △900

流動資産合計 490,263 591,397

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,114,735 1,101,874

土地 1,388,865 1,388,865

その他（純額） 4,809 8,636

有形固定資産合計 2,508,410 2,499,376

無形固定資産

その他 1,705 1,288

無形固定資産合計 1,705 1,288

投資その他の資産 49,975 78,231

固定資産合計 2,560,091 2,578,896

繰延資産 － 4,003

資産合計 3,050,354 3,174,296

負債の部

流動負債

買掛金 77,420 69,621

短期借入金 455,800 473,400

1年内返済予定の長期借入金 714,268 849,624

未払法人税等 1,689 521

その他 60,705 89,256

流動負債合計 1,309,884 1,482,423

固定負債

長期借入金 1,309,270 1,157,957

その他 202,677 200,541

固定負債合計 1,511,947 1,358,499

負債合計 2,821,832 2,840,922
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 319,515 369,465

資本剰余金 263,813 313,763

利益剰余金 △353,199 △351,207

自己株式 △1,607 △1,607

株主資本合計 228,522 330,414

新株予約権 － 2,960

純資産合計 228,522 333,374

負債純資産合計 3,050,354 3,174,296
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年６月30日)

売上高 919,500 378,143

売上原価 811,025 296,140

売上総利益 108,474 82,002

販売費及び一般管理費 106,335 56,047

営業利益 2,138 25,955

営業外収益

受取利息 25 20

受取配当金 36 36

雑収入 71 71

消費税免除益 767 －

営業外収益合計 900 128

営業外費用

支払利息 26,788 18,185

支払手数料 8,060 3,131

株式交付費償却 － 83

社債発行費等償却 － 31

その他 897 2,569

営業外費用合計 35,746 24,001

経常利益又は経常損失（△） △32,707 2,081

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△32,707 2,081

法人税、住民税及び事業税 90 90

法人税等合計 90 90

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△32,797 1,991

少数株主利益 － －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △32,797 1,991
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△32,797 1,991

その他の包括利益 － －

四半期包括利益 △32,797 1,991

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △32,797 1,991

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【継続企業の前提に関する事項】

該当事項はありません。

　

　

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

該当事項はありません。
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(四半期連結損益計算書関係)

該当事項はありません。　
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、

第１四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりでありま

す。

　
前第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日)

減価償却費 1,539千円 1,089千円
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(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

１．配当金支払額

　　　該当事項はありません。

　

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

　

当第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日)

１．配当金支払額

　　　該当事項はありません。

　

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

当社は、平成24年６月29日付で、株式会社南栄開発、One World Asset Management株式会社及びサマー

バンク合同会社より第三者割当増資の払込みを受けました。この結果、当第１四半期連結会計期間におい

て資本金が49,950千円、資本準備金が49,950千円増加し、当第１四半期連結会計期間末において資本金が

369,465千円、資本剰余金が313,763千円となっております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 　 　 (単位：千円)

　

報告セグメント
その他
（注）

合計
新築不動産
販売部門

再生不動産
販売部門

不動産管理
事業部門

計

売上高 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 75,800742,75095,549914,1005,399919,500

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― 　 ― ― 19,72719,727

計 75,800742,75095,549914,10025,127939,228

セグメント利益又は損失
（△）

△3,62811,12930,73638,23819,53157,769

　(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、リフォーム事業、仲介事業、

損害保険の代理店事業を含んでおります。

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容(差異調整に関する事項)

　 (単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 38,238

「その他」の区分の利益 19,531

セグメント間取引消去 △18,096

全社費用(注) △72,380

四半期連結損益計算書の経常損失（△） △32,707

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び営業外費用であります。  

　

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。　
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Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 　 　 (単位：千円)

　

報告セグメント
その他
（注）

合計
新築不動産
販売部門

再生不動産
販売部門

不動産管理
事業部門

計

売上高 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 ― 250,76685,864336,63141,511378,143

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― 7,133 7,133

計 ― 250,76685,864336,63148,644385,276

セグメント利益又は損失
（△）

― △4,76818,96214,19443,97158,166

　(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、リフォーム事業、仲介事業、

損害保険の代理店事業を含んでおります。

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容(差異調整に関する事項)

　 (単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 14,194

「その他」の区分の利益 43,971

セグメント間取引消去 △5,506

全社費用(注) △50,578

四半期連結損益計算書の経常利益 2,081

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び営業外費用であります。  

　

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　該当事項はありません。　
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整

後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日)

(1) １株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半
期純損失金額（△）

△1,671円63銭 100円69銭

    (算定上の基礎) 　 　

    四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）(千
円)

△32,797 1,991

    普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

    普通株式に係る四半期純利益金額又は四半期純損
失金額（△）(千円)

△32,797 1,991

    普通株式の期中平均株式数(株) 19,620 19,782

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ― 100円50銭

    (算定上の基礎) 　 　

    四半期純利益調整額(千円) ― 1,991

      (うち支払利息(税額相当額控除後)(千円)) ― ―

    普通株式増加数(株) ― 38

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

― ―

　（注）前第１四半期連結累計期間における潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当

たり四半期純損失であるため、記載しておりません。

EDINET提出書類

株式会社ラ・アトレ(E04055)

四半期報告書

24/28



　

(重要な後発事象)

当社は、平成24年６月28日開催の定時株主総会において、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の

処分を行うことを決議し、平成24年７月31日付けで効力が発生しております。

　その内容は以下のとおりであります。

１．資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の目的

当社は、前連結会計年度までに大幅な繰越損失を計上しておりますが、資本金及び資本準備金の額の減少並

びに剰余金の処分を行うことにより、財務体質の健全化及び今後の機動的かつ柔軟な資本政策の実現を目指

すものであります。

２．資本金及び資本準備金の減少の額並びに剰余金の処分の方法

(1) 会社法第447条第１項及び第448条第１項の規定に基づき、発行済株式総数の変更は行わず、資本金及

び資本準備金を減少させ、その他資本剰余金に振り替えます。

    ① 減少する資本金の額

       資本金369,465千円のうち119,465千円減少させます。

       減少後の資本金の額は250,000千円となります。

    ② 減少する資本準備金の額

   　　資本準備金263,813千円減少させます。

    ③ 増加する剰余金の額

   　　その他資本剰余金を383,278千円増加させます。

(2) 会社法第452条の規定に基づき、繰越利益剰余金の欠損を填補いたします。

  　① 減少する剰余金の額

 　　　その他資本剰余金383,278千円のうち293,408千円減少させます。

 　　　減少後のその他資本剰余金は89,870千円となります。

    ② 増加する剰余金の額

 　　　繰越利益剰余金を293,408千円増加させます。

　３．日程

(1) 債権者異議申述公告 平成24年６月29日

(2) 債権者異議申述最終期日 平成24年７月30日

(3) 減資効力発生日 平成24年７月31日
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２ 【その他】

該当事項はありません。　
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成24年８月13日

株式会社ラ・アトレ

取締役会  御中

　

監査法人よつば綜合事務所

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    神門　剛    印

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    高屋　友宏    印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式
会社ラ・アトレの平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間
(平成24年４月１日から平成24年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成24
年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半
期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸
表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ラ・アトレ及び連結子会社の平成24
年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示して
いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
強調事項
重要な後発事象に記載のとおり、会社は、平成24年６月28日開催の定時株主総会において、資本金及び資本
準備金の額の減少並びに剰余金の処分を行うことを決議し、平成24年７月31日付けで効力が発生している。
　当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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